
このたび、金沢区の災害対策に関する広報誌を発行することになりました !

今回は、災害時の医療体制と防災に関する取組の一部をご紹介 します。

震災時には、医療機関に多くの負傷者が殺到し、非常に混乱する可能性が考えられます。

限られた市内の医療機関の中で混乱なく受診するために大切なことは…
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お くす り手 帳

医師の診察を必要としない極めて軽度の負傷等は、自助・共助による応急手当を行つてくださtヽ。

地域防災拠点 (避難所)には、応急手当用品 (消毒液、包帯、ばんそうこうなど)が配備されています。

また、地域防災拠点 (避難所)の負傷者等 (軽症者)

に対 しては、医療 救 護隊 (※ )が巡 回診療 等 を

行 います。

医療機関での受診が必要な場合、中面の医療機関ヘ

行く必要があります。

(※ )中面参照



緊急度や重症度に応じた

医療機関を適切に

選択します。

生命に関わるような重い症状と思われる場合は、

災害拠点病院ヘ

横浜市立大学附属病院 (金沢区福浦 3-9)

横浜南共済病院 (金沢区六浦東 1-21-1)

2 中等度の症状と思われる場合は、

軽度の症状と思われる場合は、

赤色ののぼり旗が

目印です。
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金沢文庫病院 (金沢区釜利谷東 2-6-22)
金沢病院 (金沢区泥亀 2-8-3)
県立循環器呼吸器病センター (金沢区富岡東6-16-1)
済生会若草病院 (金沢区平潟町 12-1)

横浜なみきリハビリテーション病院 (金沢区並木 2-8-1)

黄色ののぼり旗が

目印です。

黄色ののぼり旗が

目印です。
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(被災を免れ、負傷者等の受入れが可能な診療所 )
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診療所や薬局等に勤務 している医師・

薬剤師・看護職等で編成されます。区内で

震度6弱以上の地震が発生 した場合、あら

かじめ指定された病院へ参集し、被害状況

等に応じて地域防災拠点等の避難所で主に

軽症者に対する巡回診療や定点診療を行い

ます。

金沢区では平成 26年 8月 8日に、金沢

区内の災害拠点病院及び災害時救急病院の

7病院と、医療救護隊の参集拠点としての

協力体制や訓練の実施等について協働して

取り組むことを目的とした覚書を締結しました。

病院との連携が進むことで、医療救護隊

の参集・活動拠点として有効に機能すること

が期待できます。
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凡 例

回 災害時救急病 院

O災 害拠点病院ヘリコプター搬送拠点

⊂)緊急離着陸場(ヘリコプター)

o休 日急患診療所

1市立中学校

市立小学校

地域防災拠点
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「金沢区災害時等協力事業所登録制度」の趣旨にご賛同いただき

登録をされた方々が「かなざわ強助隊」です。

かなざわ強助隊の方々には、ボランテイア精神に基づき、大震災

が発生した際の応急活動などの支援や避難所等への物資提供など

事業特性を生かしてご活躍をいただきます。

平成 26年 11月 現在、70者の登録をいただいております。

ご協力内容の一例を紹介します |              _

憾

',舌薔か寺に着用する

ビブスと、登録事業,斤用

ステッカーマ'す。

支援物資の提供 F

地域防災拠点での実践的な

訓練を実施していただく指導

員の養成訓練と、その修了者

を対象としたフォローアツプ

研修を実施しています。

かなざわ強助隊もフォロー

アップ研修に参加しています !

フオローアツプ研修

横浜市                               `
災害支援す―ス登録証

、     金沢区 No 000

考幸詐唇羹藻票勢を発言言客憲雪瑾裔マ甦1ま「
していただける看護職を募集しています。


